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栃木県権限移譲基本方針に基づき、栃木県教育委員会の権限

に属する事務を新たに市町村に移譲するため、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第５５条第４項に基づく意見につ

いて、下記のとおり決定したものである。 
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  適切なものである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栃木県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

の一部改正について

教育委員会事務局総務課

１ 改正の趣旨

栃木県権限移譲基本方針に基づき、栃木県教育委員会の権限に属する事務を新たに市

町村に移譲するため、所要の改正をしようとするものである。

２ 改正の概要

社会教育法（昭和24年法律第207号）の規定に基づき社会教育主事の講習を修了した者

について栃木県教育委員会が行う社会教育主事となる資格を有することの認定に関する

事務を栃木市が処理することとするため、所要の改正を行う。

３ 施行期日等

⑴ 平成29年４月１日から施行する。

⑵ 所要の経過措置を規定する。
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